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自
衛
隊
鳥
取
地
方
協
力
本
部
で
は
、

女
性
防
衛
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

︻
内
容
︼
ご
都
合
が
許
す
範
囲
で
、

　
自
衛
隊
を
見
て
、
触
れ
て
、
感
じ

　
て
い
た
だ
い
た
ご
意
見
や
ご
感
想

　
を
お
し
え
て
く
だ
さ
い
。
モ
ニ
タ

　
ー
の
特
典
と
し
て
、
自
衛
隊
の
イ

　
ベ
ン
ト
を
体
験
し
た
り
、
装
備
品

　
や
基
地
等
を
優
先
的
に
見
学
で
き

　
ま
す
。
ま
た
、
自
衛
隊
特
製
グ
ッ

　
ズ
を
進
呈
し
ま
す
。

︻
期
間
︼
２
年
間

︻
応
募
資
格
︼
県
内
在
住
の
20
歳
か

　
ら
55
歳
く
ら
い
ま
で
の
女
性
で
、

　
防
衛
協
力
団
体
に
所
属
し
て
お
ら
ず
、

　
嘱
託
期
間
︵
２
年
間
︶
中
に
計
画

　
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
等
に
参
加
可
能

　
な
方
。
た
だ
し
、
応
募
多
数
の
場

　
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

︻
応
募
締
切
︼
２
月
29
日

　
︵
当
日
消
印
有
効
︶

︻
応
募
要
領
︼
は
が
き
に
郵
便
番
号
、

　
住
所
、
氏
名
︵
ふ
り
が
な
︶
、
生

　
年
月
日
、
電
話
番
号
、
応
募
の
動

　
機
を
明
記
し
、
自
衛
隊
鳥
取
地
方

　
協
力
本
部
﹁
女
性
防
衛
モ
ニ
タ
ー

　
応
募
係
﹂
ま
で
ご
送
付
く
だ
さ
い
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
応
募
さ
れ
る

　
場
合
は
、
自
衛
隊
鳥
取
地
方
協
力

　
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
応
募
フ

　
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
入
力
し
、

　
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

︻
送
付
・
問
合
せ
先
︼

　
〒
６
８
０
︱
０
８
４
５

　
鳥
取
市
富
安
２
丁
目
８
９
︱
４

　
鳥
取
第
１
地
方
合
同
庁
舎
６
階

　
自
衛
隊
鳥
取
地
方
協
力
本
部

　
広
報
室

　
☎
０
８
５
７
︱
２
３
︱
２
２
５
１

　
平
成
21
年
５
月
ま
で
に
裁
判
員
制

度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
20
歳
以
上
の

方
で
選
挙
人
名
簿
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
方
は
、
誰
も
が
裁
判
員
と
し
て
刑

事
事
件
の
裁
判
に
立
ち
会
い
、
有
罪
・

無
罪
の
判
定
、
量
刑
の
決
定
を
行
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
自
分
が
裁
判
員
に
指
名
さ
れ
た
ら

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
﹁
人
を
裁
く
﹂

と
い
う
今
ま
で
は
裁
判
官
し
か
行
わ

な
か
っ
た
こ
と
を
、
何
故
、
一
般
人

が
行
う
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。
裁
判

所
か
ら
大
内
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
、

わ
か
り
や
す
く
制
度
の
説
明
を
う
か

が
い
ま
す
。

　
普
段
着
で
参
加
で
き
る
会
で
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

︻
日
時
︼
２
月
22
日
︵
金
︶
14
時
〜

︻
場
所
︼
溝
口
公
民
館

︻
講
師
︼

　
鳥
取
地
方
裁
判
所
米
子
支
部
　

　
　
大
内
　
英
之
　
さ
ん

※
託
児
の
希
望
の
方
は
２
月
14
日
ま

　
で
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

︻
問
合
せ
先
︼

　
教
育
委
員
会
人
権
政
策
室

　
☎
６
２
︱
０
７
１
３

　
平
成
20
年
春
に
大
学
や
高
等
学
校

等
を
卒
業
予
定
の
方
や
既
に
卒
業
し

て
未
就
職
の
方
な
ど
就
職
を
希
望
さ

れ
る
方
を
対
象
に
、
企
業
が
業
務
や

求
人
内
容
を
説
明
し
、
希
望
者
と
の

面
談
を
行
う
﹁
と
っ
と
り
就
職
フ
ェ
ア
﹂

が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
参
加
は
無
料
で
す
。
予
約
や
履
歴

書
も
不
要
で
す
の
で
お
気
軽
に
お
で

か
け
く
だ
さ
い
。

︻
日
時
︼
２
月
14
日
︵
木
︶

　
13
時
〜
16
時
30
分

　
︵
受
付
：
12
時
〜
16
時
︶

︻
場
所
︼
米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ

　
ン
タ
ー
︵
米
子
市
末
広
町
︶

︻
そ
の
他
︼
２
月
13
日
に
鳥
取
産
業

　
体
育
館
︵
鳥
取
市
天
神
町
︶
、
２

　
月
15
日
に
倉
吉
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル
︵
倉

　
吉
市
山
根
︶
で
も
同
日
程
で
フ
ェ

　
ア
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

︻
問
合
せ
先
︼

■
財
団
法
人
ふ
る
さ
と
鳥
取
県
定
住

　
機
構

　
☎
０
８
５
７
︱
２
４
︱
４
７
４
０

■
鳥
取
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
安

　
定
課

　
☎
０
８
５
７
︱
２
９
︱
１
７
０
７

■
鳥
取
県
商
工
労
働
部
労
働
雇
用
課

　
☎
０
８
５
７
︱
２
６
︱
７
６
９
３

　
未
成
年
の
喫
煙
防
止
の
た
め
、
鳥

取
県
で
は
５
月
か
ら
﹁
成
人
識
別
た

ば
こ
自
動
販
売
機
﹂
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
自
動
販
売
機
で
の
た
ば

こ
購
入
に
は
、
専
用
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
﹁
ｔ

ａ
ｓ
ｐ
ｏ
︵
タ
ス
ポ
︶
﹂
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

　
﹁
ｔ
ａ
ｓ
ｐ
ｏ
﹂
の
申
し
込
み
受

け
付
け
を
２
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。

発
行
手
数
料
、
年
会
費
は
無
料
で
す

が
申
込
書
に
添
付
す
る
証
明
写
真
と

本
人
確
認
書
類
の
経
費
に
つ
い
て
は

申
込
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　
申
込
書
は
、
た
ば
こ
販
売
店
な
ど

で
入
手
で
き
ま
す
。

︻
問
合
せ
先
︼

　
ｔ
ａ
ｓ
ｐ
ｏ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ︵
ア
ド
レ
ス

　h
ttp

:/
/
w
w
w
.ta

sp
o
.jp
/

︶

女
性
防
衛
モ
ニ
タ
ー
募
集 

ひ
ま
わ
り
セ
ミ
ナ
ー
　 

〜
や
さ
し
い
人
権
講
座
〜
　
開
催 

「
裁
判
員
制
度
と
は
」 

 

と
っ
と
り
就
職
フ
ェ
ア
２
０
０
８ 

自
動
販
売
機
で
の
購
入
に
Ｉ
Ｃ 

カ
ー
ド（
ｔ
ａ
ｓ
ｐ
ｏ
）が
必
要
と 

な
り
ま
す 

【問合せ先】米子税務署　個人課税第一部門　1 32-4121

　所得税等の確定申告相談を、下記のとおり実施します。

　ご自分で申告書をつくることが難しい場合にご利用ください。

期　　間　平成20年2月1日（金）から平成20年3月17日（月）まで

　　　　　（土・日・祝日は除く。）

会　　場　米子市末広町294番地

　　　　　　米子コンベンションセンター（ビッグシップ）

受付時間　午前９時から午後４時まで（相談は午後５時まで）

　※なお、期間中は米子税務署では申告相談を実施しません。

　国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」を利用して

いただくと、e-Tax用の申告データを作成することができ、作成したデータを簡単な

操作により、自宅から電子申告することができます。

「�-T��」を利用して申告をすると・・・ 

「確定申告書等作成コーナー」から�-T��へ簡単申告!!

申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で！ 
　画面の案内に従って金額等を入力して所得税、消費税の申告書や青色申告決算書

などを作成し、プリンタを使って印刷したものも、税務署に提出することができます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」から直接電子申告ができます。

本人の電子署名及び電子証明書を付して
所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高
5,000円の所得税の税額控除を受けること
ができるようになりました（平成19年分
又は平成20年分のいずれか1回）。

e-Taxで申告された還付申告は早期処理し
ています（3週間程度に短縮）。

所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医
療費の領収書や源泉徴収票等は、提出に代
えて、記載内容を入力して送信できるよう
になりました（申告期限から3年間、書類の
提出又は提示を求められることがあります）。

※�-T��を利用する場合は、開始届出書の提出、電子証明書の取得(費用がかかり
　ます)、ＩＣカードリーダライタの購入などの事前手続が必要です。

① ＨＰからカンタン申告 ③ 添付書類が提出不要 

② 最高5,000円の税額控除 

④ 還付金がスピーディー 

ネットでラクラク。 ネットでラクラク。 「作成コーナー」

を利用すれば、e-

Taxもラクラク
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